
武蔵村山市社会福祉協議会ホームページバナー広告掲載実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会地域福祉協賛広告の募集

に関する規程に基づき、武蔵村山市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が作成す

るホームページバナー広告（以下「広告」という。）掲載について、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（広告の位置及び内容） 

第２条 広告の掲載位置は、本会ホームページのトップページで本会が指定する位置と 

する。 

２ 広告を掲載する枠は、１掲載につき縦５０ピクセル横１９０ピクセル、程度の大き

さとし、画像はＪＰＥＧ形式又はＧＩＦ形式とする。また、ＧＩＦアニメーションは

不可とする。 

３ 広告は次の各号の一に該当する場合は掲載することができない。 

（１） 風俗営業に関するもの 

（２） 法律に違反する内容のもの 

（３） 広告申込者の連絡先等が不明確なもの 

（４） 広告の掲載料が未納のもの 

（５） 政治・宗教に関するもの 

（６） その他、本会が不適切と認めたもの 

  

（広告掲載期間等） 

第３条 広告の掲載は、１広告主につき１枠を原則とする。 

２ 広告の掲載期間は、３箇月以上１年間を限度とする。ただし、会長が特に必要と認

めた場合は、この限りでない。 

 

（広告掲載募集） 

第４条 広告掲載募集は、本会リーフレット、機関紙及びホームページなどで行う。 

 

（広告掲載申込及び決定通知） 

第５条 広告掲載を希望する者は、別に定めた武蔵村山市社会福祉協議会ホームページ

バナー広告掲載申込書（第１号様式）及び申込者自ら作成した広告案を添えて申込む

ものとする。 

２ 会長は、前項の申込書を受理し掲載の可否を決定し場合、ホームページバナー広告

掲載決定通知書（第２号様式）を申込者に通知するものとする。 

 

（広告掲載料） 

第６条 広告の掲載料は、別表のとおりとする。 

２ 掲載の決定を受けた広告申込者は、広告掲載料を掲載日前日までに納入しなければ

ならない。 

３ 広告料納付後の還付は行わない。ただし、本会の都合により広告掲載ができなくな

った場合はこの限りでない。 



（広告主の責任） 

第７条 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 

２ 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。 

 

（著作権等） 

第８条 広告の原稿にイラスト、写真又はロゴなどを使用する場合には、広告掲載の決

定を受けた広告主が著作権や肖像権の確認を行うとともに、著作権料等が発生すると

きは広告主が負担しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

    

 

 

 

別表（第６条関係） 

 

武蔵村山市社会福祉協議会ホームページバナー広告掲載料 

 

種 別 ３箇月間 ６箇月間 １年間 

会 員 ６，０００円／３箇月間 １１，０００円／６箇月間 ２０，０００円／１年間 

非会員 ７，０００円／３箇月間 １３，０００円／６箇月間 ２４，０００円／１年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


